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令和６年度 大気汚染関係 
 

第１節 概況 

   私たちをとりまく大気中にはさまざまな汚染物質があり，そのままでは，人の健康や動

植物を含めた生活環境に悪い影響が生じてくるとみられるような状態を大気汚染と呼んで

います。 

   大気汚染の原因には，自然現象によるものもありますが，今日ではそのほとんどが工場，

事業場及び自動車の排出ガスなど人為的に発生したものです。 

   大気汚染物質には硫黄酸化物，窒素酸化物，一酸化炭素，光化学オキシダント，浮遊粒

子状物質などのほか，人の健康に重大な影響を及ぼすとされているベンゼン，トリクロロ

エチレン，ダイオキシン類等があります。更に，平成２１年度には，微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ２．５）の環境基準が設定され，その監視体制にも取り組んでいます。 

   本市では，大気汚染の発生源となる大規模な工場等は少ないものの，市の中央部で交差

する国道６号及び国道１６号，市北部を通過する常磐自動車道等の主要幹線が市内を通過

しているため自動車交通量が多く，自動車の排出ガスの影響が懸念されています。 

   本市における大気汚染の監視体制は，一般大気環境測定局３局，自動車排出ガス測定局

４局を設置して，窒素酸化物や光化学オキシダント等の大気汚染物質を常時監視し，速報

値をホームページで公開しております。加えて，降下ばいじんや有害大気汚染物質，ダイ

オキシン類等についても測定を行っています。 

   また，常時監視はテレメータシステムを導入して，千葉県へデータを転送し，速報値は

千葉県のホームページでも常時公開しています。 

   平成３０年度からは，テレメータシステムのデジタル化を県内で初めて導入しました。

このことにより，今までの速報値（１時間値）から１分あたりの測定瞬時値も得られるよ

うになり，高濃度な有害物質出現に対する注意報発令対応など市民の環境負荷の低減へ努

めています。 

   柏市は昭和５９年度に大気汚染防止法の政令市に指定され，平成２０年度には中核市と

なったことから，大気汚染防止法のばい煙発生施設等の対象事業所に規制等を実施してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

１ 環境基準 

環境基準とは，環境基本法第１６条により「人の健康を保護し，及び生活環境を保全する

上で維持されることが望ましい基準」として定められているものです。大気汚染については，

以下の１０物質が設定されています。 

 

大気汚染に係る環境基準 

物  質 環境上の条件 測定方法 

二酸化硫黄 

（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が０．０４

ppm 以下であり，かつ，１時間値が

０．１ppm 以下であること。 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

浮遊粒子状物質 

(ＳＰＭ) 

１時間値の１日平均値が０．１０㎎

／㎥以下であり，かつ，１時間値が

０．２０㎎／㎥以下であること。 

ろ過捕集による重量濃度測定方法また

はこの方法によって測定された重量濃

度と直線的な関係を有する量が得られ

る光散乱法，圧電天びん法，若しくは

ベータ線吸収法 

二酸化窒素 

(ＮＯ２) 

１時間値の１日平均値が０．０４

ppm から０．０６ppm までのゾーン

内又はそれ以下であること。 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又

はオゾンを用いる化学発光法 

光化学オキシダント 

（Ｏｘ） 

１時間値が０．０６ppm 以下である

こと。 

中性ヨウ化カリウムを用いる吸光光度

法若しくは電量法，紫外線吸収法又は

エチレンを用いる化学発光法 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が１０ppm 以

下であり，かつ，１時間値の８時間

平均値が２０ppm 以下であること。 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

微小粒子状物質 

（ＰＭ２．５） 

１年平均値が１５㎍／㎥以下であ

り，かつ，１日平均値が３５㎍／㎥

以下であること。 

ろ過捕集による重量濃度測定方法また

はこの方法によって測定された質量濃

度と等価な値が得られると認められる

自動測定機による方法 

ベンゼン 
１年平均値が０．００３㎎／㎥以下

であること。 
キャニスター若しくは，捕集管により

採取した試料をガスクロマトグラフ質

量分析計により測定する方法又はこれ

と同等以上の性能を有すると認められ

る方法 

トリクロロエチレン 
１年平均値が０．１３㎎／㎥以下で

あること。 

テトラクロロエチレン 
１年平均値が０．２㎎／㎥以下であ

ること。 

ジクロロメタン 
１年平均値が０．１５㎎／㎥以下で

あること。 

※工業専用地域，車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については，適用し

ない。また，大気中炭化水素濃度については，光化学オキシダント生成防止のため昭和５１年



- 3 - 

 

の中央公害対策審議会答申において指針が示されています。 

 

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

非メタン炭化水素 

光化学オキシダントの日最高１時間値０．０６ppm

に対応する午前６時から９時までの３時間平均値は

０．２０ppmC から０．３１ppmC の範囲にあること。 

水素炎イオン化検出器

を用いた直接法 

 

 なお，環境基準の評価方法には，短期的評価と長期的評価が定められています。 

 (1) 短期的評価 

測定を行った時間又は日についての測定結果を環境基準として定められた１時間値又は

１時間値の１日平均値に照らして評価する方法です。 

 (2) 長期的評価 

年間にわたる測定結果を観察するための評価方法です。なお，年間の測定時間が６,００

０時間未満のものは評価することが出来ません。 

 

物  質 評 価 方 法 

二酸化硫黄（ＳＯ２） 

＜短期的評価＞ 

測定を行った時間又は日について評価します。なお，１日平均値の評価に

当たり，１時間値の欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合は

評価の対象としません。 

＜長期的評価＞ 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち，測定値の高い方から２％の範

囲にあるもの（３６５日分の測定値がある場合は７日分の測定値）を除外

した後の最高値（２％除外値）を環境基準と比較して評価します。 

ただし，１日平均値につき環境基準を超える日が２日以上連続した場合に

は，このような取り扱いは行わずに評価します。（環境基準非達成） 

一酸化炭素（ＣＯ） 

浮遊粒子状物質 

(ＳＰＭ) 

二酸化窒素(ＮＯ２) 

＜長期的評価＞ 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち測定値の低い方から９８％目に

当たる日平均値（９８％値(３６５日測定した場合は低い方から３５８日目

の測定値)）を環境基準と比較して評価します。 

光化学オキシダント

（Ｏｘ） 

＜短期的評価＞ 

測定を行った日についての各１時間値を環境基準と比較して評価します。 

微小粒子状物質 

（ＰＭ２．５） 

＜長期的評価＞ 

１年平均値は，測定結果の１年間の平均値と比較します。１日平均値は，

日平均値のうち年間９８％値と比較します。両方の比較を満足した測定局

について，環境基準が達成されたと判断します。 

ベンゼン 
＜長期的評価＞ 

地点ごとに測定（原則月１回以上）を平均した年平均値を環境基準との比

較によって評価を行います。 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 
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第２節 大気汚染の現況 

 １ 大気環境の監視 

   本市は，昭和５９年４月，大気汚染防止法の政令市に指定され，同法第２２条に基づき

大気の常時監視を下図に示す地点において実施しています。 

   また，No.①～No.⑦の測定局ではテレメータシステムの運用により常時監視を行うとと

もに，No.③，No.⑦を除く５局のデータを千葉県へ転送しています。 

全７局の監視データは平成３０年度から「柏市内の大気環境情報」ホームページを開設

し，公開しています。 

 

 

 

各測定局等の位置 
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 測定局名および測定項目 

測定局名 所在地 

属

性 

（注） 

用途地域 

二

酸

化

硫

黄 

浮

遊

粒

子

状

物

質 

微

小

粒

子

状

物

質 

光

化

学

オ

キ

シ

ダ

ン

ト 

窒

素

酸

化

物 

一

酸

化

炭

素 

炭

化

水

素 

気

温 

・

湿

度 

風

向 

・

風

速 

降

水

量 

騒

音 

降

下

ば

い

じ

ん 

①  永楽台 
 永楽台二丁目８－１ 

（柏第八小） 
一般  第一種低層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

②  旭  旭町三丁目８３１－３５ 自排  第一種住居地域     ○ ○ ○      

③  伊勢原  伊勢原一丁目１０－８ 自排  第一種住居地域  ○   ○   ○ ○  ○  

④  西原  西原二丁目１１－２５ 自排  第一種住居地域  ○   ○      ○  

⑤  大室 
 大室1193-３ 

（田中小） 
一般  第一種低層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○   ○ 

⑥  大津ケ丘  大津ケ丘二丁目１ 自排  第一種中高層住居専用地域  ○ ○  ○ ○  ○ ○    

⑦  南増尾  南増尾四丁目９－１ 一般  第一種低層住居専用地域  ○  ○ ○   ○ ○    

（注）１．一般：一般環境大気測定局 

   ２．自排：自動車排出ガス測定局 
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 ２ 環境基準の達成状況 

  二酸化硫黄（ＳＯ２）の環境基準達成状況 

        項目 

 局名 

日平均値の２％ 

除外値（ppm） 

日平均値が０．０４ppm を超えた日

が２日以上連続したことの有無 

 長期的評価による 

 環境基準との比較 

 永楽台   ０．００２ 無 ○ 

 大室   ０．００２ 無 ○ 

 

  浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境基準達成状況 

        項目 

 局名 

 日平均値の２％ 

 除外値（㎎/㎥） 

 日平均値が０．１０㎎／㎥を超えた 

 日が２日以上連続したことの有無 

長期的評価による 

環境基準との比較 

 永楽台   ０．０３３ 無 ○ 

 伊勢原   ０．０３２ 無 ○ 

 西原   ０．０３１ 無 ○ 

 大室   ０．０３４ 無 ○ 

 大津ケ丘   ０．０３１ 無 ○ 

 南増尾   ０．０３０ 無 ○ 

 

  二酸化窒素（ＮＯ２）の環境基準達成状況 

         項目 

 局名 

 日平均値の年間９８％値 

（ppm） 

長期的評価による 

環境基準との比較 

 永楽台 ０．０２２ ○ 

 旭 ０．０２８ ○ 

 伊勢原 ０．０２５ ○ 

 西原 ０．０２５ ○ 

 大室 ０．０２２ ○ 

 大津ケ丘 ０．０３０ ○ 

 南増尾 ０．０２１ ○ 
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  光化学オキシダント（Ｏｘ）の環境基準達成状況 

        項目 

 

 局名 

昼間の１時間値が０．０６ 
ppm を超えた日数と時間数 環境基準 

との比較 
達成率 

（％） ※ 

（日数） （時間数） 

 永楽台    ９５   ４８４ × ９１．１ 

 大室 ９５ ４８０ × ９１．２ 

 南増尾    ８７   ４５１ × ９１．７ 

 （注）※達成率＝（昼間の環境基準達成時間÷昼間の測定時間）×１００ 

 

  一酸化炭素（ＣＯ）の環境基準達成状況 

         項目 

 局名 

 日平均値の２％ 
 除外値（ppm） 

 日平均値が１０ppm を超えた日が 
 ２日以上連続したことの有無 

 長期的評価による 
 環境基準との比較 

 旭 ０．４ 無 ○ 

 大津ケ丘 ０．４ 無 ○ 

                  

  微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の環境基準達成状況 

       項目 

 局名 

年平均値 

（㎍／㎥） 

日平均値の 

年間９８％値 

（㎍／㎥） 

１日平均値が 

３５㎍／㎥を超えた日数 
環境基準 

との比較 
日 ％ 

 永楽台 ７．７ １９．０ ０ ０．０ ○ 

 大室 ９．１ ２４．１ ０ ０．０ ○ 

 大津ケ丘 ８．７ ２１．７ ０ ０．０ ○ 

  

  非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）の濃度指針対比状況 

      項目 

 局名 

 ６～９時の３時間 
 における年平均値 
  （ｐｐｍＣ） 

６～９時の３時間平均値が 
０．２０ｐｐｍＣを超えた 

日数とその割合 

６～９時の３時間平均値が 
０．３１ｐｐｍＣを越えた 

日数とその割合 

日 ％ 日 ％ 

 永楽台 ０．１２ ３８ １０．４ ８ ２．２ 

 旭 ０．１３ ４０ １１．７ ９ ２．６ 
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 ３ 大気環境の状況（常時監視結果） 

  (1) 一般環境大気測定局 

   ア 二酸化硫黄（ＳＯ２） 

     二酸化硫黄は，主として工場等で燃料として使用される石炭，石油に含まれる硫黄の

燃焼により排出され，また火山活動によっても発生するもので，大気中の濃度が高くな

ると気管支炎などの呼吸器系疾患を引き起こすとされています。 

     令和６年度の永楽台測定局及び大室測定局における年平均値は０.００１ｐｐｍで，

ここ数年ほぼ横ばい状態で推移しています。なお，大室測定局は平成２２年度から測定

を開始しました。 
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     イ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

     浮遊粒子状物質とは，大気中に浮遊している粒子状の物質で粒径が１０μｍ以下のも

のをいい，その発生源は工場，自動車など人為的な原因によるものと，火山活動や土壌

の舞い上がりなど，自然的な原因によるものとがあります。 

     令和６年度の永楽台測定局の年平均値は０.０１５ｍｇ／㎥，大室測定局の年平均値

は０.０１４ｍｇ／㎥，南増尾測定局の年平均値は０.０１１ｍｇ／㎥であり，ほぼ横ば

い状態で推移しています。 
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ウ 二酸化窒素（ＮＯ２） 

 二酸化窒素は，物を燃やしたときに発生しますが，その発生源は工場，自動車，家庭

等さまざまです。令和６年度の年平均値は永楽台測定局で０.００９ｐｐｍ，大室測定

局で０.００９ｐｐｍ，南増尾測定局で０.００８ｐｐｍであり，ほぼ横ばいで推移して

います。 

 毎年冬季には，大気がよどみやすい気象条件が多くなるため，一年のうちでも高濃度

になる傾向がみられます。 
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      エ 光化学オキシダント（Ｏｘ） 

 光化学オキシダントは，工場や自動車等から排出される窒素酸化物や光化学反応性の

高い炭化水素が，太陽の強い紫外線の作用を受け反応し，生成される二次汚染物質であ

り，光化学スモッグの原因物質とされています。 

 令和６年度の昼間の日最高１時間値の年平均値は永楽台測定局で０．０５３ｐｐｍ，

大室測定局で０．０５３ｐｐｍ，南増尾測定局で０．０５３ｐｐｍであり，経年的には

横ばいで推移しています。 
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   オ 非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ） 

 炭化水素のうちメタンを除いたものを非メタン炭化水素といいます。主な発生源は，

塗装施設，ガソリンスタンド及び自動車等です。非メタン炭化水素は，光化学スモッグ

の原因物質の一つとされています。 

 永楽台測定局は平成２２年度から測定を開始しました。令和６年度の年平均値は０．

１１ｐｐｍＣ（６～９時の３時間平均値の年平均値）でした。 
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 カ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

   微小粒子状物質（ＰＭ2.5）は，大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が２．５

μm（０．００２５mm）以下の微細な粒子で，呼吸器の奥深くまで入り込みやすいこと

から，人への健康影響が懸念されています。 

   柏市では平成２４年度から永楽台測定局，平成２６年度から大室測定局において常時

監視を開始しました。 

   令和６年度の年平均値は永楽台測定局が７．７μｇ／ｍ３，大室測定局が９．１μg／

ｍ３でした。 
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  (2) 自動車排出ガス測定局 

ア 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

   令和６年度の伊勢原測定局における年平均値は０．０１２ｍｇ／ｍ３，西原測定局に

おける年平均値は０．０１０ｍｇ／ｍ３，大津ケ丘測定局における年平均値は０.０１２

ｍｇ／ｍ３ であり，ここ数年横ばいで推移しています。 

 国や千葉県などが粒子状物質を削減するために平成１４年度から法律（ＮＯｘ･ＰＭ

法）や条例（千葉県ディーゼル自動車条例）を定めてディーゼル自動車等の規制を実施

しています。 
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イ 二酸化窒素（ＮＯ２） 

 令和６年度の旭測定局における年平均値は０.０１２ｐｐｍ，大津ケ丘測定局におけ

る年平均値は０.０１４ｐｐｍ，伊勢原測定局における年平均値は０.０１０ｐｐｍ，西

原測定局における年平均値は０.０１２ｐｐｍであり，ここ数年ほぼ横ばいで推移して

います。 
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ウ 一酸化炭素（ＣＯ） 

 一酸化炭素は物の不完全燃焼に伴って発生し，その主な発生源は自動車等です。 

 令和６年度の旭測定局における年平均値は０.３ｐｐｍ，大津ケ丘測定局における年

平均値は０.３ｐｐｍであり，ここ数年は概ね横ばいで推移しています。 
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エ 非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ） 

 令和６年度の旭測定局における年平均値は０．１３ｐｐｍ（６～９時の３時間平均値）

であり，ここ数年は概ね横ばいで推移しています。 
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オ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

  平成２６年度１２月から大津ケ丘測定局においてＰＭ2.5 の常時監視を開始しました。 

  令和６年度の年平均値は８．７μｇ/ｍ３でした。 
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 ４ 大気環境の状況（その他の監視結果） 

  (1) 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質は「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物

質で大気汚染の原因となるもの」であり，令和６年度は環境基準が設定されている４物

質と環境基準の定められていないベンゾ[a]ピレン等の物質について，一般環境の２地点

（大室測定局及び永楽台測定局），道路沿道の２地点（旭測定局及び大津ケ丘測定局），

発生源周辺の１地点（柏市第二最終処分場）で年１２回調査を実施しました。 

 

  地点別調査項目 

番号 物質名 

一般環境 道路沿道 発生源周辺 

大室 

測定局 

永楽台 

測定局 

旭 

測定局 

大津ケ丘 

測定局 

柏市第二 

最終処分場 

１ テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ 

２ トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ 

３ ベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ 

４ ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ ○ 

５ １，３－ブタジエン ― ― ○ ○ ― 

６ アセトアルデヒド ― ― ○ ○ ― 

７ ホルムアルデヒド ― ― ○ ○ ○ 

 ８ ベンゾ[a]ピレン ― ― ○ ○ ― 

９ ヒ素及びその化合物 ― ― ○ ○ ― 

10 アクリロニトリル ― ― ○ ― ― 

11 塩化ビニルモノマー ― ― ○ ― ― 

12 塩化メチル ― ― ○ ― ― 

13 クロム及びその化合物 ― ― ○ ― ― 

14 クロロホルム ― ― ○ ― ― 

15 酸化エチレン ― ― ○ ― ― 

16 １，２－ジクロロエタン ― ― ○ ― ― 

17 水銀及びその化合物 ― ― ○ ― ― 

18 トルエン ○ ― ○ ― ○ 

19 ニッケル化合物 ― ― ○ ― ― 

20 ベリリウム及びその化合物 ― ― ○ ― ― 

21 マンガン及びその化合物 ― ― ○ ― ― 

22 エチルベンゼン ○ ― ― ― ○ 

23 キシレン ○ ― ― ― ○ 

24 六価クロム化合物 ―  ○  ― 

合  計 ７ ４ 22 ９ ８ 



- 20 - 

 

           

 試料採取方法・分析方法及び目標定量下限値   単位：㎍/㎥（ベンゾ[a]ピレンと重金属は ng/㎥） 

番号 物 質 名 試料採取方法・分析方法※ 
目標定量 

下限値 

１ テトラクロロエチレン 

容器採取－ガスクロマトグラフ質量分析法 

20 

２ トリクロロエチレン 13 

３ ベンゼン 0.3 

４ ジクロロメタン 15 

５ １，３－ブタジエン 0.25 

６ アクリロニトリル 0.2 

７ 塩化ビニルモノマー 1 

８ 塩化メチル 0.1 

９ クロロホルム 1.8 

10 １，２－ジクロロエタン 0.16 

11 トルエン 0.1 

12 アセトアルデヒド 
固相捕集－高速液体クロマトグラフ法 

0.5 

13 ホルムアルデヒド 0.08 

14 ベンゾ[a]ピレン フィルタ捕集－高速液体クロマトグラフ法 0.011 

15 ひ素及びその化合物 

フィルタ捕集－誘導結合プラズマ質量分析法

(ICP-MS) 

0.6 

16 クロム及びその化合物 0.025 

17 ニッケル化合物 2.5 

18 ベリリウム及びその化合物 0.4 

19 マンガン及びその化合物 15 

20 水銀及びその化合物 金アマルガム捕集－加熱気化冷原子吸光法 4 

21 酸化エチレン 固相捕集－溶媒抽出－ガスクロマトグラフ質量分析法 0.01 

22 エチルベンゼン 
容器採取－ガスクロマトグラフ質量分析法 

0.1 

23 キシレン 0.1 

24 六価クロム化合物 フィルタ捕集－イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法 0.08 

※ 試料採取方法・分析方法は環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」による。 



有害大気汚染物質調査結果

ア　大室測定局（所在地：柏市大室１１９３番地の３)

地域分類：地域特設[一般環境]） 単位：μg/㎥ ※ベンゾ[a]ピレン，重金属はnｇ/㎥

物質名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

ジクロロメタン 0.85 1.1 3.0 1.5 0.71 0.87 3.9 1.3 2.5 3.2 2.3 0.93 1.8 3.9 0.71

テトラクロロエチレン (0.055) (0.046) 0.073 0.12 (0.056) 0.08 0.12 (0.0088) 0.20 0.11 0.11 (0.072) 0.12 0.20 (0.0088)

トリクロロエチレン 0.088 0.24 0.22 0.62 0.085 0.10 0.50 0.41 1.3 0.88 1.3 0.23 0.50 1.3 0.085

ベンゼン 0.68 0.50 1.3 1.1 0.54 1.0 1.0 1.1 1.6 1.3 1.4 1.0 1.0 1.6 0.50

トルエン 1.9 6.1 13 5.7 3.1 5.1 9.6 12 17 10 14 5.4 8.6 17 1.9

エチルベンゼン 0.53 0.69 1.4 2.0 0.58 0.76 1.7 2.2 4.5 2.3 3.2 0.72 1.7 4.5 0.53

キシレン 0.74 0.74 1.5 2.4 0.80 1.2 2.0 2.5 4.9 3.3 3.5 0.87 2.0 4.9 0.74

※ 測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値以下であることを示す。

　測定結果に “( )”  が付いている値は検出下限値以上，定量下限値未満の値であることを示す。

平均値の算出において，検出下限値以下のものは，検出下限値の1/2として算出している。

イ　永楽台測定局（所在地：柏市永楽台二丁目８番１号)

地域分類：地域特設[一般環境]） 単位：μg/㎥ ※ベンゾ[a]ピレン，重金属はnｇ/㎥

物質名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

ジクロロメタン 0.67 1.8 2.3 1.4 0.5 1.7 3.6 1.2 3.4 1.4 2.3 0.8 1.8 3.6 0.54

テトラクロロエチレン 0.10 0.063 0.056 0.13 (0.029) (0.065) 0.085 (0.069) 0.59 (0.060) 0.13 0.10 0.16 0.59 (0.029)

トリクロロエチレン 0.09 0.35 0.28 0.28 <0.021 0.07 0.56 0.34 5.20 0.27 1.2 0.16 0.80 5.2 <0.021

ベンゼン 1.4 0.62 1.30 1.2 0.23 0.9 0.66 1.00 1.6 1.7 1.4 0.89 1.1 1.7 0.23

※ 測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値以下であることを示す。

　測定結果に “( )”  が付いている値は検出下限値以上，定量下限値未満の値であることを示す。

平均値の算出において，検出下限値以下のものは，検出下限値の1/2として算出している。
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有害大気汚染物質調査結果

ウ　旭測定局（所在地：柏市旭町三丁目８３１-３５)

地域分類：全国標準[道路沿道]） 単位：μg/㎥ ※ベンゾ[a]ピレン，重金属はnｇ/㎥

物質名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

ジクロロメタン 0.64 1.4 3.1 2.5 0.55 1.4 2.0 1.3 2.3 3.0 2.3 1.0 1.8 3.1 0.55

テトラクロロエチレン 0.058 (0.048) 0.070 0.28 (0.030) (0.062) 0.10 (0.061) 0.19 0.091 0.12 0.13 0.13 0.28 (0.030)

トリクロロエチレン 0.10 0.27 0.27 0.75 <0.021 0.049 0.53 0.40 0.92 0.71 1.2 0.17 0.49 1.2 <0.021

ベンゼン 0.72 0.62 1.5 1.1 0.32 1.0 0.93 1.0 1.3 1.3 1.5 0.85 1.0 1.5 0.32

1,3-ブタジエン 0.084 0.077 0.53 0.13 0.040 0.061 0.074 0.073 0.13 0.13 0.10 0.042 0.12 0.53 0.040

ベンゾ[a]ピレン 0.0045 0.015 0.12 0.014 0.0021 0.093 0.13 0.040 0.12 0.21 0.12 0.018 0.074 0.21 0.0021

ホルムアルデヒド 3.6 4.5 15 13 23 6.5 19 7.5 8.4 4.8 7.4 2.7 9.6 23 2.7

アセトアルデヒド 3.0 5.7 14 10 21 3.8 17 7.7 9.6 5.1 8.6 2.8 9.0 21 2.8

ヒ素及びその他の化合物 0.57 0.22 0.36 0.31 1.0 1.6 0.87 1.0 1.8 0.57 0.89 0.22 0.78 1.8 0.22

アクリロニトリル 0.13 (0.063) 0.27 0.064 (0.021) (0.042) 0.072 0.047 (0.070) 0.062 0.077 0.046 0.10 0.27 (0.021)

塩化ビニルモノマー 0.12 (0.012) 1.3 0.015 <0.0084 2.6 0.49 (0.0088) 0.039 (0.019) 0.12 <0.0082 0.78 2.6 <0.0082

塩化メチル 1.4 1.7 1.6 2.4 1.4 1.3 1.5 1.4 0.91 1.5 1.7 1.3 1.5 2.4 0.91

クロム及びその化合物 5.7 2.1 11 1.1 3.2 4.1 5.1 5.7 4.6 6.6 5.5 0.82 4.6 11 0.82

クロロホルム 0.18 0.25 0.42 0.67 0.19 0.22 0.23 0.23 0.20 0.32 0.29 0.21 0.28 0.67 0.18

酸化エチレン 0.024 0.065 0.079 0.14 0.11 0.058 0.078 0.078 0.12 0.36 0.10 0.033 0.10 0.36 0.024

1,2-ジクロロエタン 0.17 0.18 0.64 0.14 0.15 0.12 0.083 0.11 0.13 0.061 0.11 0.13 0.17 0.64 0.061

水銀及びその化合物 1.6 1.5 1.8 2.0 1.4 1.4 1.6 1.5 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 2.0 1.4

トルエン 2.1 8.0 4.8 12 2.4 3.1 7.9 13 20 15 15 5.3 9.1 20 2.1

ニッケル化合物 4.1 1.7 3.3 2.2 1.8 2.8 3.2 5.7 4.6 3.0 3.4 1.0 3.1 5.7 1.0

ベリリウム及びその化合物 0.036 0.0075 0.016 (0.0066) 0.010 0.016 0.032 0.014 0.024 0.016 0.056 (0.0055) 0.023 0.056 (0.0055)

マンガン及びその化合物 35 7.8 32 5.8 10 23 26 17 42 36 54 3.5 24 54 3.5

六価クロム化合物 0.14 0.17 0.37 0.26 0.48 0.19 0.19 0.68 0.20 0.22 0.16 0.051 0.26 0.68 0.051

※ 測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値以下であることを示す。

　測定結果に “( )”  が付いている値は検出下限値以上，定量下限値未満の値であることを示す。

平均値の算出において，検出下限値以下のものは，検出下限値の1/2として算出している。
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有害大気汚染物質調査結果

エ　大津ケ丘測定局（所在地：柏市大津ケ丘二丁目１)

地域分類：地域特設[道路沿道]） 単位：μg/㎥ ※ベンゾ[a]ピレン，重金属はnｇ/㎥

物質名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

ジクロロメタン 0.76 2.6 4.7 2.6 0.53 2.3 3.1 1.2 3.5 7.0 2.1 0.72 2.6 7.0 0.53

テトラクロロエチレン (0.031) (0.054) 0.076 0.087 (0.034) 0.074 0.24 0.13 0.21 0.10 0.10 <0.023 0.13 0.24 <0.023

トリクロロエチレン (0.043) 0.30 0.64 0.30 <0.021 0.11 0.29 0.33 1.6 0.84 1.0 0.079 0.55 1.60 <0.021

ベンゼン 0.73 0.76 1.4 1.2 0.28 1.1 2.9 1.0 2.2 1.4 2.9 0.86 1.4 2.9 0.28

1,3-ブタジエン 0.078 0.077 0.64 0.20 0.038 0.075 0.40 0.081 0.18 0.16 0.059 0.050 0.17 0.64 0.038

ベンゾ[a]ピレン 0.11 0.017 0.22 0.027 0.0026 0.11 0.18 0.044 0.16 0.15 0.19 0.033 0.10 0.22 0.0026

ホルムアルデヒド 2.2 1.9 6.5 6.2 5.2 6.1 6.7 2.9 4.9 3.5 4.6 1.6 4.4 6.7 1.6

アセトアルデヒド 1.2 1.3 3.8 2.9 2.1 3.1 4.2 2.3 5.7 3.6 4.5 1.3 3.0 5.7 1.2

ヒ素及びその他の化合物 0.52 0.28 0.38 0.59 1.2 1.7 0.79 0.59 1.2 0.51 1.3 0.16 0.77 1.7 0.16

※ 測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値以下であることを示す。

　測定結果に “( )”  が付いている値は検出下限値以上，定量下限値未満の値であることを示す。

平均値の算出において，検出下限値以下のものは，検出下限値の1/2として算出している。

オ　柏市第二最終処分場（所在地：柏市若白毛７５７)

地域分類：地域特設[発生源周辺]） 単位：μg/㎥ ※ベンゾ[a]ピレン，重金属はnｇ/㎥

物質名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値 最大値 最小値

ジクロロメタン 0.85 3.7 3.2 2.8 0.47 2.5 4.7 1.3 4.6 2.6 2.8 0.79 2.5 4.7 0.47

テトラクロロエチレン (0.030) 0.061 0.070 0.067 (0.042) (0.064) 0.12 0.088 0.24 0.14 0.10 (0.070) 0.110 0.24 (0.030)

トリクロロエチレン (0.050) 0.39 0.25 0.25 (0.025) 0.058 0.57 0.44 1.0 0.56 1.0 (0.066) 0.50 1.0 (0.025)

ベンゼン 0.86 0.91 1.4 1.3 (0.23) 0.86 1.2 1.9 3.2 1.9 1.6 0.75 1.4 3.2 (0.23)

ホルムアルデヒド 2.1 2.2 6.6 5.9 6.0 7.1 6.3 2.2 3.6 3.6 4.2 1.6 4.3 7.1 1.6

トルエン 1.2 6.9 7.3 5.7 1.9 3.1 6.2 9.1 18 11 9.1 2.7 6.9 18 1.2

エチルベンゼン 0.87 1.0 1.5 1.3 0.32 0.62 1.8 1.7 4.8 2.6 2.3 0.51 1.6 4.8 0.32

キシレン 0.88 1.1 1.7 1.5 0.41 0.78 1.9 2.0 5.4 3.5 2.5 0.64 1.9 5.4 0.41

※ 測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値以下であることを示す。

　測定結果に “( )”  が付いている値は検出下限値以上，定量下限値未満の値であることを示す。

平均値の算出において，検出下限値以下のものは，検出下限値の1/2として算出している。
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  (2) 粒子状物質等 

    大気中の粒子状物質は，降下ばいじんと浮遊粉じんに大別され，さらに浮遊粉じんは環

境基準の設定されている粒径１０μｍ以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別されます。 

    本市では，降下ばいじん及び降下ばいじん中の金属成分を測定していますが，平成２８

年度に測定局を柏（まちづくり公社）から大室（田中小）へ移設しました。 

 

   ア 降下ばいじん 

降下ばいじんは，粒子状物質のうち比較的粒径が大きく沈降しやすい物質であり，本市

では，これらの物質をダストジャー法を用いて測定しています。測定結果の経年変化は測

定局を移設した平成２８年度以降も，ほぼ横ばいで推移しています。 
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   降下ばいじん量測定結果※      （注） 降下ばいじん検出下限値：0.1t/km2/月 

 

項目 

 

月 

ばいじん総量 

(t/km2/月) 

 

  

留水量(ml) 
水素イオン 

濃度 

非水溶性 

ばいじん 

(t/km2/月) 

水溶性 

ばいじん 

(t/km2/月) 

R6. 4 3.8 3.5 0.3 320 6.4 

R6. 5 4.2 2.4 1.8 960 5.9 

R6. 6 6.1 4.0 2.1 2190 5.8 

R6. 7 2.7 2.1 0.6 180 6.9 

R6. 8 5.2 4.4 0.8 1700 6.0 

R6. 9 3.5 1.6 1.9 120 6.1 

R6. 10 0.6 0.1 

 

0.5 1320 6.2 

R6. 11 0.7 0.1 0.6 810 6.2 

R6. 12 5.0 4.5 0.5 0 6.4 

R7. 1 3.4 3.2 0.2 330 6.5 

R7. 2 24.3 24.0 0.3 90 7.5 

R7. 3 2.4 1.6 0.8 1250 7.1 

平均値 5.2 4.3 0.9 773 6.4 

最大値 24.3 24.0 2.1 2190 7.5 

最小値 0.6 0.1 0.2 0 5.8 

 ※測定結果に “<” が付いている値は検出下限値未満であることを示す。 
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   イ 降下ばいじん中の金属成分 

     令和６年度から降下ばいじん中の金属成分を測定しています。測定項目はアルミニウ

ム，マンガン，鉄，亜鉛の４種類であり，酸分解－ＩＣＰ法を用いて測定しています。 
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    降下ばいじん中の金属類測定結果※         単位：t/km2/30日 

 項目 

 月 

鉄 
(Fe) 

マンガン 
(Mn) 

亜鉛 
(Zn) 

アルミニウム 
(Al) 

R6. 4 0.0095 0.0017 0.0012 0.087 

R6. 5 0.046 0.0008 0.0009 0.037 

R6. 6 0.038 0.0003 0.0004 0.023 

R6. 7 0.041 0.0011 0.0034 0.035 

R6. 8 0.061 0.0003 0.0007 0.054 

R6. 9 0.063 0.0012 0.0037 0.053 

R6. 10 0.0005 <0.0001 <0.0001 0.0005 

R6. 11 0.0003 0.0001 <0.0001 0.0003 

R6. 12 0.093 0.0017 <0.0001 0.085 

R7. 1 0.095 0.0018 0.0017 0.081 

R7. 2 0.27 0.013 0.0035 0.66 

R7. 3 0.051 0.0012 0.0011 0.063 

平均値 0.064 0.0019 0.0014 0.098 

最大値 0.27 0.013 0.0037 0.66 

最小値 0.0003 <0.0001 <0.0001 0.0003 

定量下限値 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

          ※測定結果に “<”  が付いている値は検出下限値未満であることを示す。
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  (3) アスベスト 

アスベストは，石綿とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。耐熱性，耐薬品性等があり，建

築物の屋根材や耐火材，配管などの建築資材などに多く用いられております。 

アスベストは，その繊維が極めて細いため，大気中に飛散し，それを吸い込む事が大き

な問題となっています。 

本市では，市内において定期的に大気中のアスベストのモニタリング調査を実施して

います。一般大気環境に係るアスベストの環境基準は定められておりませんが，千葉県

のデータや経年変化などから，特に高い濃度は見られず横ばい傾向です。 

 

    ア 令和 6 年度大気中アスベスト濃度モニタリング調査結果   単位：本/L※1 

№ 調査地点 区分 

調査結果※2 

平均値※3 R6.7.17 R6.7.18 R6.7.19 

R7.1.28 R7.1.29 R7.1.30 

1 大室地区 一般環境 

<0.056 0.11 <0.056 0.070 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

2 旭町地区 道路沿道 

<0.056 <0.056 0.22 0.088 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

3 永楽台地区 一般環境 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

4 増尾地区 処分場等周辺 

0.11 <0.056 <0.056 0.070 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

5 藤ケ谷地区 一般環境 

<0.056 <0.056 0.17 0.081 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

6 柏地区 一般環境 

<0.056 <0.056 0.22 0.088 

<0.056 <0.056 <0.056 <0.056 

    ※1：定量下限値 0.056(本/L) 

    ※2：上段は夏季の調査結果。下段は冬季の調査結果 

       ※3：平均値は幾何平均 
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   イ 経年変化（令和２年度～令和６年度） 

№ 調査地点 

調査結果 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

夏季 冬季 

1 大室地区 0.081 0.10 0.056 <0.056 0.070 <0.056 

２ 高田地区 0.056 0.070 <0.056 <0.056   

３ 旭町地区 0.070 0.087 0.056 <0.056 0.088 <0.056 

４ 永楽台地区 0.087 0.087 <0.056 0.056 <0.056 <0.056 

５ 増尾地区 0.23 0.36 0.23 0.48 0.070 <0.056 

６ 塚崎地区 0.070 0.081 0.070 0.095   

７ 藤ケ谷地区 0.087 0.13 0.056 0.070 0.081 <0.056 

８ 柏地区 0.056 0.070 <0.056 0.070 0.088 <0.056 
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第３節 大気汚染の対策 

  １ 発生源の状況 

   市内の大気汚染防止法による届出事業所は延べ１７９事業所です。そのうち１２６事業

所（８６％）が事業場（ビル，事務所）であり，残りの２１事業所（１４％）が工場で

す。施設数は，事業場が２４０基で６８％，工場が１１４基で３２％を占めています。

施設の種類では，熱源としてのボイラーの設置基数が最も多く，全体の４０％を占めて

います。 

 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等の届出状況 

区分 施設の番号・種類 工場 事業場 総数 

ば い 煙 

発 生 施 設 

 

１・ボイラー  ６３（ ６３） ７８(７７) １４１（１４０） 

６・金属製品の熱処理用加熱炉   ２（  ２）     ０（  ０）   ２（  ２） 

９・窯業製品の溶融炉   ５（  ５）     ０（  ０）     ５（  ５） 

11・乾燥炉   ７（  ７）     ０（  ０）     ７（  ７） 

13・廃棄物焼却炉     １（  １）     ９（  ９）   １０（ １０） 

24・鉛管等製造の溶解炉     ６（  ６）     ０（  ０）     ６（  ６） 

29・ガスタービン     １（  １）   ２１（ ２１）   ２２（ ２２） 

30・ディーゼル機関    ５（  ５) １１０（１０３） １１５（１０８） 

31・ガス機関     ３（  ３）     ５（  ５）   ８（  ８) 

ＶＯＣ 

排出施設 

２・塗装施設     ０（  ０）     ０（  ０）     ０（  ０） 

３・塗装に供する乾燥施設     ０（  ０）     １（  １）     １（  １） 

４・包装材料等の接着用乾燥施設     ２（  ３）     ０（  ０）     ２（  ３） 

一般粉じん

発生施設 

２・堆積場    ２ （  ２）     ７（   ７）     ９（  ９） 

３・ベルトコンベア   １６（ １６）     ０（  ０）   １６（ １６） 

水銀排出施設 ８・廃棄物焼却炉     １（  １）     ９（  ９）   １０（ １０） 

合 計 １１４（１１５） ２４０（２３２） ３５４（３４７） 

 （注）令和７年３月３１日現在，（ ）内は令和６年３月３１日現在 

 

 ２ 発生源の規制 

  (1) 大気汚染防止法に基づく立入検査 

   ア ばい煙発生施設，一般粉じん発生施設，揮発性有機化合物（VOC）排出施設及び水銀

排出施設について令和６年度は，１３事業場及び１１工場，計２４事業所について大

気汚染防止法に基づく立入検査を実施し，その内６事業所のばい煙等の測定を実施し

ました。 
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  年度別立入検査結果 

年度 
ばい煙等発生事業所（施設） 立入検査事業所数 

事業所 施設  ばい煙等測定 違反 

令和 ２  
１５８ 
（３１） 

３８４ 
（１３２） 

２２  
（５） 

６ 
（３） 

０ 
（０） 

令和 ３  
１６４ 
（３１） 

３８７ 
（１３１） 

１７  
（７） 

６ 
（１） 

０ 
（０） 

令和 ４ 
１５７ 
（２９） 

３４９ 
（１２１） 

２２  
（１７） 

６ 
（３） 

０ 
（０） 

令和 ５ 
１５８ 
（２８） 

３４７ 
（１１５） 

３１ 
（２０） 

６ 
（４） 

０ 
（０） 

令和 ６ 
１４７ 
（２１） 

３５４ 
（１１４） 

２４ 
（１１） 

６ 
（１） 

０ 
（０） 

   注）（ ）内は事業所におけるのべ工場数及び工場に設置されているのべ施設数（内数） 

 

   イ 特定粉じん排出等作業について 

       令和６年度は９件の特定粉じん（アスベスト）排出等作業の実施の届出があり，

大気汚染防止法に基づく立入検査を実施し，作業基準の遵守状況を確認しました。 

 

年度 
特定粉じん排出等作業 

届出（立入･指導等実施） 

規制対象外の作業等の 

現地確認・指導等の件数 

令和 ２ 年度 １２ （１６）  ２ 

令和 ３ 年度  ５ （ ５） １０ 

令和 ４ 年度  ７（ ７） １４ 

令和 ５ 年度  ７（ ６） １８ 

令和 ６ 年度  ９（ ２９） １８ 

   
 

  (2) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査 

  令和６年度は，大気基準適用施設５施設（すべて廃棄物焼却施設）についてダイオキ

シン類対策特別措置法に基づく立入検査を実施し，その内２施設のダイオキシン類の測

定を実施しました。その結果，すべての施設が排出基準に適合していました。 
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 ３ 緊急時の対策 

   大気汚染の状況が急激に悪化し，人の健康や生活環境に被害が生ずる恐れのある場合の

対策として，大気汚染防止法第２３条に基づき「千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱」オ

キシダントの部（昭和４６年６月１日）が定められています。 

   緊急時には注意報等を発令して一般市民に周知するとともに，協力工場等にばい煙排出

量の削減措置の要請をするなどの措置を講じています。 

  

   光化学オキシダント（光化学スモッグ） 

     千葉県では，千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱により，県内対象地域を１３地域に

区分して，下表の基準をもとに，千葉県が光化学スモッグの注意報等を発令します。 

    本市は，松戸市，流山市とともに，東葛地域に区分されています。 

 

光化学スモッグ発令基準 

種   類 発  令  基  準 

予   報 
気象条件並びに各種汚染濃度を検討し，オキシダントによる大気汚染の状況

が悪化するおそれがあると判断されるとき，当日の１１時までに発令する。 

注 意 報 
測定局におけるオキシダント濃度が０．１２ｐｐｍ以上である状態になり，

かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるとき発令する。 

警   報 
測定局におけるオキシダント濃度が０．２４ｐｐｍ以上である状態になり，

かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるとき発令する。 

重大緊急報 
測定局におけるオキシダント濃度が０．４０ｐｐｍ以上である状態になり，

かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるとき発令する。 

    光化学スモッグが発令されやすい気象条件として，以下のこと等が挙げられます。 

    ・気温が高い（２０℃以上） 

    ・風が弱い（３ｍ／秒以下） 

    ・視程（視界）が悪い（４ｋｍ以下） 

    ・日差しが強い 

    市民への周知は，千葉県から注意報等の発令を受け，防災行政無線，市ホームページ

及びメール配信を利用して広報するとともに，ファクシミリによる教育機関等への連絡

及び公共施設等での発令表示板の掲示を行い，被害の未然防止に努めています。 

    令和６年度は２回注意報等を発令しました。 
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光化学スモッグ注意報等の年度別発令状況              （単位：日） 

年度 

地域 
平成27 平成28 平成29 平成30 令和 元 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 

東葛地域 ５ ０ １ ２ ２ ０ １ ２ ２ ２ 

千葉県全体 １５ ２ １５ ９ ９ ５ ４ ７ ６ 15 

 

 

 

年度別時間最高濃度（４月～１０月）              （単位：ｐｐｍ） 
年度 

地域 
平成27 平成28 平成29 平成30 令和 元 令和 ２ 令和 ３ 令和 ４ 令和 ５ 令和 6 

永楽台測定局 0.132 0.119 0.119 0.123 0.129 0.122 0.119 0.165 0.124 0.130 

大室測定局 0.159 0.117 0.124 0.133 0.123 0.120 0.130 0.136 0.134 0.130 

南増尾測定局 0.154 0.113 0.126 0.119 0.141 0.119 0.130 0.179 0.126 0.129 
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   ４ 健康被害対策 

   光化学スモッグによる健康被害の症状として，以下のものがあります。 

   ア 目のチカチカ 

   イ 息苦しさ 

   ウ のどの痛み 

   エ 頭痛     

  令和６年度，本市では健康被害の届出はありませんでした。 

   

 光化学スモッグによる健康被害届出者数の推移            （単位：人） 

年度 

地域 
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

東葛地域 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

千葉県全体 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 ５ 窒素酸化物対策 

   光化学スモッグや酸性雨等の発生原因物質である窒素酸化物の主な発生源は，工場や自

動車等が挙げられますが，大都市地域における窒素酸化物汚染は，自動車交通量の著しい

増加により道路沿道を中心に厳しい状況にあります。 

   自動車排出ガスの規制は，昭和４８年から始まり，逐次規制が強化されましたが，車の

増加が著しいため，窒素酸化物汚染は大きな改善が図られませんでした。 

   このため平成４年６月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法」（自動車ＮＯｘ法）が公布されました。 

   本市は，同法に基づく特定地域となっており，平成５年１２月から，本市を含む特定地

域内においては，トラック・バス等の車種規制が開始され，基準を満たさない車両は，車

種ごとに定められた猶予期間後に使用できなくなりました。 

   さらに，平成１３年６月には，自動車ＮＯｘ法を改正して新たな車種規制等を規定した

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法」（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）が公布されました。 

   主な改正点は，①粒子状物質の対象物質への追加，②対象地域の拡大，③車種規制の強

化，④事業場に対する措置の強化等であり，平成１４年５月から施行されています。 

   また，千葉県では，昭和６３年より二酸化窒素濃度が高くなる冬期に，対象地域内市町

と共同で，工場等に対し窒素酸化物の排出量抑制を図る等「大気汚染防止のための冬期対

策」を実施しており，令和４年度も令和４年１１月から令和５年１月にかけて自動車の使

用抑制対策等を実施しました。 

   これらの対策の結果，各測定局における窒素酸化物濃度の年平均値は，毎年少しずつで

すが低下しています。 
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 ６ 粒子状物質対策 

   粒子状物質の削減対策については，自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の他，平成１４年３月に公布

された「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出抑制に関する条例」（千

葉県ディーゼル自動車規制条例）があります。 

   主な規制内容は，条例で定めた粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル自動車の県

内の運行禁止や粒子状物質を増大させるような不適正な燃料の規制等です。さらに千葉県

では，千葉県環境保全条例を改正し，千葉県内で自動車を３０台以上使用している事業者

に自動車環境管理計画書等の提出を義務付け，自動車の適正管理と低公害車導入を推進し

ています。 


